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研究要旨 
目的：大腸がん検診（便潜血検査）でがん死亡率を減少させるには適切な精度管理が不可欠
だが、沖縄県の住民検診では精検受診率が56％（未受診率12％、未把握率32％）と低く、そ
の改善が急務である。国のがん対策推進基本計画では「精検受診率90％達成」が個別目標と
され、「県主導による精度管理」が取り組むべき施策に含まれている。県主導による精度管
理とは、県内の検診体制等を定期的にモニタリングし、課題と改善策をフィードバックする
ことを指す。ただし効果的なフィードバック手法は国から示されておらず、実際に県単位の
精検受診率が改善した事例はまだ報告されていない。そこで沖縄県内の大腸がん検診を対象
として、県からのフィードバック（介入）が精検受診率向上に与える効果を評価するための
研究を開始した。研究の全体像としては、県によるモニタリング・フィードバックの手法を
初年度に設定し、それらを数年継続して実施した後、2022年に精検受診率の改善度を評価す
るものである。ここでは初年度に実施した内容の一部を報告する 
方法：県内41市町村の精検受診率に関する体制を独自の調査票で把握し、フィードバック方
法を検討した。 
結果：沖縄県では精検未把握率が未受診率を上回っているため、精検結果の把握体制に関す
る質問を中心に、調査票を作成した（約20項目）。調査で把握した課題として、（1）精検機
関からの結果返却が遅く回収率が低いこと（2）精検受診状況の追跡が不十分で、精検未受診
者に絞った勧奨ができていないこと（3）要精検率の適正化に必須である、便潜血検査のカッ
トオフ値が把握されていないこと（4）多くの市町村が検診機関に精検結果の回収業務を委託
しているが、その体制改善に関与できないこと、等が明らかになった。これらの解決策とし
て、精検機関からの報告期限、報告書式、精検受診状況の追跡手法は県全体で体制統一を図
り周知した。また、各市町村が取り組むべき項目を具体的に提示し、各々の改善計画の提出
を求めた。更に改善計画の実行状況を半年後に調査することを周知した。 
結論：精検受診率向上を目的とした、県主導による精度管理の仕組みを整備した。初年度は
各市町村の課題を把握し、その改善策を具体的にフィードバックした。今後市町村毎に改善
状況を追跡していく。 
 
Ａ．研究の背景、目的 
 

大腸がん検診精検受診率向上に関するエビ
デンス 
便潜血検査による大腸がん検診の有効性

は科学的に認められているが1)、十分な死亡
率減少効果をあげるには精検受診率を高く
保つ必要がある。有効性を照明した研究（R

CT）では精検受診率は80％を超えているが2

-3)、実際の検診では精検受診率が低いこと
が諸外国でも問題になっている4-5)。精検受
診率向上の方策については米国を中心に
様々な介入研究が行われており、主に3種類
の介入（受診者側への介入、検診提供者側へ
の介入、システムレベルの介入）の評価が行
われている。ただしまだ論文の数や質が不
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十分であり、精検受診率向上のエビデンス
は確立していない6）。 

※システムレベルの介入：地域単位で検診の質改
善を促す複合的な取り組みのこと 

 
精検受診率に関する日本の現状と、住民検
診の精度管理手法 
日本の住民検診でも精検受診率が低いこ

とが問題となっており、特に大腸がん検診
の精検受診率は70％程度である。国のがん
対策推進基本計画（2018年、第3期期計画）
では精検受診率の90％達成が掲げられてお
り7）、主に都道府県主導で必要な対策をとる
ことが求められている。 
住民検診の標準的な精度管理手法は2008

年に国から公表された。具体的には検診の
精度管理指標（①最低限遵守するべき体制：
事業評価のためのチェックリスト、②プロ
セス指標：要精検率や精検受診率等）が設定
され、これらの指標により県単位でモニタ
リング・フィードバックを繰り返し、全国の
検診の質を上げて行くというものである8）。
国立がん研究センターの調査では、県によ
るモニタリングの実施率は改善しているが、
フィードバックは多くの県で行われておら
ず、また、フィードバックの質（どこまで改
善策が具体的に示されているか）は不明で
ある9）。 
 
精検受診率に影響する検診体制 
一般的に精検受診率が低い原因として、

以下の3点が考えられる。 
・精検未把握率が高い：精検結果を漏れな 
く回収する仕組みがない 

・精検未受診率が高い：未受診者への効果 
的な勧奨が行われていない 

・要精検者が極端に多い：便潜血検査のカ 
ットオフ値が低すぎる、あるいは、検査 
結果が陰性にも関わらず問診等で要精 
検とするなど、不適切な要精検判定が行 
われている 
 

従って直接精検受診率向上に結びつく対
策としては、精検未把握/未受診率を下げる
こと、および要精検率の適正化、が必要であ
る。さらにこれらの業務は検診機関が行う
ことが多いため、委託先検診機関の質を担
保することも必要である。これらの体制整

備を、市町村（がん検診実施主体）、検診機
関、精検機関、地域医師会など、検診関係者
全体で連携して行う必要がある。 
 
研究の全体像と、本稿で述べること 
本研究の目的は、日本の精度管理システ

ム（県単位で指標のモニタリング・フィード
バックを行うこと）が実際に精検受診率を
上げるかを評価すること、特に、効果的なフ
ィードバック方法を検討することが主な目
的である。研究対象は、日本で最も精検受診
率が低い県の一つである、沖縄県の大腸が
ん検診（住民検診）とした。 
大まかな研究の全体像としては、沖縄県

によるモニタリング・フィードバックの手
法を初年度に設定し、それらを数年継続し
て実施した後、2022年に精検受診率の改善
度を評価するものである（県内の前後比較、
他県との比較）。今回設定したモニタリン
グ・フィードバックは図1のとおり複数ある
ため、本稿では県と市町村間のモニタリン
グ・フィードバック（図1下段②⑤）に絞っ
て、初年度の進捗を述べる。なお本研究は沖
縄県健康長寿課と沖縄県医師会の協力を得
て行っている。 
 
Ｂ．方法 
 
1）沖縄県内の精検受診率/未受率/未把握率 
の把握 
厚労省「地域保健・健康増進事業報告」

を基に、全国と沖縄県全体の精検受診率、
未受診率、未把握率を算出した（ベースラ
インデータ、2015年度）。さらに県内41市
町村について、未受診率と未把握率を算
出した※。 

※人口規模が小さい市町村では年度により精
検受診率が変動するため、2008年（統計開始
年）～2015年の合計値を用いた。 

 
2）検診体制の課題の把握 

独自の質問票を作成し、精検受診率に
影響する体制（下記の4つの分野）を市町
村別に把握した（調査項目の詳細は別紙1
参照）。調査では単一もしくは複数選択に
よる回答のほか、自由記載により各地域
の課題を把握した。調査票の配布・回収は
保健所の協力のもと、沖縄県健康長寿課
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が実施した。調査結果の集計と分析は国
立がん研究センターが実施した。 

 
〔調査で把握した検診体制（括弧内は質問数）〕 
①精検結果の回収に関する体制（4） 
②精検受診状況の確認と精検勧奨に関す
る体制（9） 
③要精検判定と結果通知に関する体制（3） 
④検診機関の質担保に関する体制（2） 
 
 
3）改善策の検討 

調査結果を基に各市町村の課題を特定
し、それに応じた改善策を検討した。 
 

4）県からのフィードバックの実施、及び改
善計画の把握 
精検受診率向上体制における課題と改

善策を市町村別にフィードバックし、そ
れを踏まえた改善計画を提出するよう求
めた。更に改善計画の実行状況を半年後
に調査することを周知した。 

 
5）倫理面での配慮 

本研究の主な対象は地方公共団体であ
り、個人への介入は行わないため、個人の
不利益や危険性は生じ得ない。官庁統計
等は所定の申請・許可を得て用いる。 

 
Ｃ．研究結果 
 
1）未受診率と未把握率の比較 

表1に全国と沖縄県全体の、精検受診率、
未受診率、未把握率を示す。検診方式にか
かわらず、沖縄県の精検受診率は全国値
より10ポイント以上低かった。沖縄県内
の未受診率と未把握率を比較すると、41
市町村中31市町村で、未把握率が未受診
率を上回っていた。図2に、県内41市町村
の精検受診率/未受診率/未把握率を示す
※。 

※3指標のバランスは検診方式（集団検診と個
別検診）で大きくは変わらなかったため、図
では合計値（集団検診+個別検診）を示す。 

 
2）各市町村における体制上の課題の把握 

調査の回答率は100％だった（集団検診
は41市町村、個別検診は22市町村が回答）。

調査で把握した課題として、（1）精検機
関からの結果返却が遅く回収率が低いこ
と（2）精検受診状況の追跡が不十分で、
精検未受診者に絞った勧奨ができていな
いこと（3）要精検率の適正化に必須であ
る、便潜血検査のカットオフ値が把握さ
れていないこと（4）多くの市町村が検診
機関に精検結果の回収業務を委託してい
るが、その体制改善に関与できないこと、
等が明らかになった。詳細は別紙1参照。 

 
3）改善策の検討 

調査で把握した課題について、沖縄県
健康長寿課と連携して改善策を検討した。
改善策の骨子は、なるべく県全体で体制
を統一すること（※）、各分野で示した検
診体制の意義を丁寧に説明すること、各
市町村が次にとるべき行動を具体的に示
すこと、とした。 

 
※県全体で統一した体制 

 ・精検結果の報告書式：当研究班が作成し
た標準様式を使用（国への報告に必要
な項目が網羅されている） 

・精検機関が結果を報告する期限：内視
鏡検査実施日から基本的に1ヶ月以内 

・精検受診状況の確認方法：便潜血検査
結果が本人に通知された日の3ヵ月後、
6ヵ月後、1年後の計3回（大腸がん検診
マニュアルや他県の優良事例を参考に
決定）。確認の主体は市町村/検診機関
のどちらでもよいが、双方が連携して
上記3回の確認を行う。（お互いの業務
範囲をよく相談することも助言） 

・市町村から検診機関に施設別精検受診
率をフィードバックする際の書式：県
が用意した統一書式を使用。 

・保健所が、精度管理のアドバイザー的
な役割を担うこと 
 

4）フィードバックの実施、及び改善計画の
把握 
〔全市町村共通のフィードバック〕 
調査結果報告書（別紙1）の中で、精検
受診率向上に必要な体制と、その理由
を丁寧に説明した。 

 
〔市町村別のフィードバック〕 
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課題と改善策をセットにしたメッセー
ジを13種類作成し（表2）、各市町村の
課題に応じてフィードバックした。市
町村によって課題の数は異なるが、（も
し一度に解決不可能であれば）優先順
位をつけて改善計画を立てるよう助言
した。現在は別紙2の調査票により、各
市町村の改善計画を収集しているとこ
ろである。 

 
 
D．考察 
精検未把握率/未受診率の比較により、沖

縄県が当面もっとも優先すべき対策は未把
握率を下げること（精検結果の追跡体制強
化）だと示唆された。 
また体制面の調査（モニタリング）により、

精検機関からの結果回収率を上げること、
精検受診状況を漏れなく追跡して、未受診
者を正確に特定すること、便潜血検査のキ
ット名やカットオフ値を漏れなく把握する
こと、市町村が主体的に検診機関の精度管
理を行うこと、が特に必要だと分った。 
フィードバックではこれらの必要性につ

いて丁寧に説明し、また、従来現場の判断に
任されていたもの（精検結果の報告期限や
精検受診状況の追跡時期）は体制統一を図
った。このように要精検移行のタイムスケ
ジュールを統一することにより、未把握/未
受診者の識別が早く行われ、未受診者にタ
イムリーな勧奨が出来るようになると期待
される。 
未把握率は、受診者側の要因も影響する

未受診率とは異なり、検診提供者側の努力
で解決可能な問題である。未把握の解消は
沖縄県以外でも重要な課題であり、本研究
の成果は全国の大腸がん検診の精検受診率
向上に寄与する可能性がある。 
 
 
Ｅ．結論 
現在行われている対策型検診の成否は、

当面精検受診率の向上にかかっているとい
っても過言ではない。大腸がん検診では精
検受診率が特に低く、その改善は喫緊の課
題である。がん対策推進基本計画が推進す
る「都道府県主導による精度管理」を効果的
に行うことにより、精検受診率が向上する

かどうか評価するための介入研究を開始し
た。1年目の介入が終わり、今後引き続き経
過を観察していく。 
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Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 1. 特許取得 
 特になし 
 
 2. 実用新案登録 
 特になし 
 
 3.その他 
 特になし 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


